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１.国民健康保険制度の概要について
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国民皆保険制度の意義 

 【日本の国民皆保険制度の特徴】  

 

①  国民全員を公的医療保険で保障。 

   

② 医療機関を自由に選べる。（フリーアクセス） 

  

③ 安い医療費で高度な医療。 

   

④ 社会保険方式を基本としつつ、 皆保険を維 

  持するため、公費を投入。 

○我が国は、国民皆保険制度を通じて世界最高レベルの平均寿命と保健医療水準を実現。 

○今後とも現行の社会保険方式による国民皆保険を堅持し、国民の安全・安心な暮らしを保
障していくことが必要。 

（被保険者 

２８．３％） 

（事業主 

２０．４％） 

（国庫 

２５．８％） 

（地方 

１３．０％） 

（患者負担 

１１．７％） 

列2 

保険料 

４８．７％ 

日本の国民医療費の負担構造（財源別）（平成２６年度） 

公   費 

３８．８％ 
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後期高齢者医療制度 

 

約15兆円 

 

65歳 

75歳 

・75歳以上 

・約1,690万人 

・保険者数：47（広域連合） 

健康保険組合 協会けんぽ（旧政管健保）  国民健康保険 

（市町村国保＋国保組合） 

共済組合 

 ※１ 加入者数・保険者数、金額は、平成29年度予算ベースの数値。 

 ※２ 上記のほか、経過措置として退職者医療（対象者約90万人）がある。 

 ※３ 前期高齢者数（約1,690万人）の内訳は、国保約1,300万人、協会けんぽ約220万人、健保組合約90万人、共済組合約10万人。          

  約10兆円 約６兆円 健保組合・共済等 約５兆円 

・大企業のサラリーマン 

・約2,850万人 

・保険者数：約1,400 

・中小企業のサラリーマン 

・約3,830万人 

・保険者数：１ 

・公務員 

・約860万人 

・保険者数：85 

・自営業者、年金生活者、  

   非正規雇用者等 

・約3,480万人 

・保険者数：約1,900 

前期高齢者財政調整制度（約1,690万人）約７兆円（再掲） ※３ 

医療保険制度の体系 
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各保険者の比較 

（※１） 一定の障害の状態にある旨の広域連合の認定を受けた者の割合である。 

（※２）  市町村国保及び後期高齢者医療制度については、「総所得金額（収入総額から必要経費、給与所得控除、公的年金等控除を差し引いたもの）及び山林所得金額」に「雑損失の繰越控除額」と「分離譲渡所得金額」を加えたものを 

     年度平均加入者数で除したもの。（市町村国保は「国民健康保険実態調査」、後期高齢者医療制度は「後期高齢者医療制度被保険者実態調査」のそれぞれの前年所得を使用している。） 

     協会けんぽ、組合健保、共済組合については、「標準報酬総額」から「給与所得控除に相当する額」を除いたものを、年度平均加入者数で除した参考値である。 

（※３） 被保険者一人当たりの金額を表す。 

（※４） 加入者一人当たり保険料額は、市町村国保・後期高齢者医療制度は現年分保険料調定額、被用者保険は決算における保険料額を基に推計。保険料額に介護分は含まない。   

（※５） 保険料負担率は、加入者一人当たり平均保険料を加入者一人当たり平均所得で除した額。 

（※６） 介護納付金及び特定健診・特定保健指導等に対する負担金・補助金は含まれていない。 

（※７） 共済組合も補助対象となるが、平成23年度以降実績なし。 

  市町村国保   協会けんぽ   組合健保  共済組合  
後期高齢者 

医療制度 

保険者数   

（平成27年3月末）  
１，７１６ １ １，４０９ ８５ ４７ 

加入者数  

（平成27年3月末） 

３，３０３万人 

（1,981万世帯）  

３，６３９万人 

被保険者2,090万人 

被扶養者1,549万人 

２，９１３万人 

被保険者1,564万人 

被扶養者1,349万人 

８８４万人 

被保険者449万人 

被扶養者434万人 

１，５７７万人 

加入者平均年齢  

（平成26年度）  
５１．５歳  ３６．７歳 ３４．４歳 ３３．２歳 ８２．３歳 

65～74歳の割合 

（平成26年度）  
３７．８％ ６．０％ ３．０％ １．５％ ２．４％（※１） 

加入者一人当たり 

医療費（平成26年度）  
３３．３万円 １６．７万円 １４．９万円 １５．２万円 ９３．２万円 

加入者一人当たり  

平均所得（※２） 

（平成26年度） 

８６万円  

一世帯当たり 

１４４万円 

１４２万円 

一世帯当たり（※３） 

２４６万円 

２０７万円 

一世帯当たり（※３） 

３８４万円   

２３０万円  

一世帯当たり（※３）  

４５１万円 

８３万円 

加入者一人当たり 

平均保険料 

（平成26年度）（※４） 

<事業主負担込> 

８．５万円 

一世帯当たり 

１４．３万円 

１０．７万円<21.5万円> 

被保険者一人当たり 

18.7万円<37.3万円> 

１１．８万円<26.0万円> 

被保険者一人当たり 

22.0万円<48.3万円> 

１３．９万円<27.7万円> 

被保険者一人当たり 

27.2万円<54.4万円> 

６．９万円 

保険料負担率（※５） ９．９％ ７．５％ ５．７％ ６．０％ ８．３％ 

公費負担  
給付費等の５０％ 

＋保険料軽減等 
給付費等の１６．４％ 

後期高齢者支援金等の 

負担が重い保険者等 

への補助（※７） なし  

給付費等の約５０％ 

＋保険料軽減等 

公費負担額（※６） 

(平成29年度予算ﾍﾞｰｽ) 

４兆２，８７９億円 

(国３兆５５２億円) 

１兆１，２２７億円 
(全額国費) 

７３９億円 

(全額国費) 

７兆８，４９０億円 

(国５兆３８２億円) 
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市町村国保の概要 
○ 市町村国保とは、他の医療保険に加入していない住民を被保険者とする、国民皆保険制度の基礎である。 （1,716保険者） 

○ 被保険者数： 約3,200万人 

・  昭和30年代は農林水産業者、自営業者が中心 → 現在は非正規労働者や年金生活者等の無職者が７割を占める。 

・  平均年齢： 51.9歳（平成27年9月末） 

○ 保険料： 全国平均で、一人当たり年額11.0万円 （平成27年度） 

・ 実際の保険料は、各市町村が医療費水準等を勘案して定めている。 

※ また、各都道府県内の全市町村は、財政の安定化や医療費水準・保険料水準の平準化のため、医療費を共同で負担

する事業（保険財政共同安定化事業）を実施している。 

財源構成 

医療給付費 … 総額で約11.5兆円 

○ うち、約3.8兆円は、被用者保険からの交付金 

(65歳～74歳の医療費について、被用者保険も含め、保険者間で財政調整) 

○ 残りの約8兆円について、 

・ 公費50％、保険料50％を原則としつつ、 

・ 更に、低所得者の保険料軽減措置への財政支援等として、

約8,900億円の公費を追加投入（→ 結果、公費は約60％） 

 

（参考） 

○ 「調整交付金」 

・ 市町村間の財政力の不均衡を調整するためや、災害など地域的な特殊

事情を考慮して交付 

○ 「財政基盤強化策」 

・ 高額な医療費（１件80万円超）や、低所得者が多い市町村国保への財 

 政支援（高額医療費共同事業、保険者支援制度） 

○ 「財政安定化支援事業」 
  ・ 市町村国保財政の安定化、保険料平準化のため地方財政措置 

（平成29年度予算ベース） 

定率国庫負担 

（32％） 

2兆3,400億円 

国調整交付金

（9％） 

7,700億円 

都道府県 

調整交付金 

（約9％） 

6,600億円 

財政基盤強化策 

4,300億円 

保険料 

2兆9,200億円 

 うち 

法定外一般会計繰入 

3,000億円 

保険料軽減制度 

4,600億円 

前
期
高
齢
者
交
付
金 

3兆7,900億円 

保険料50％ 公費50％ 

医療給付費等総額：約11兆5,000億円 

財政安定化支援事業 

1,000億円 
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２.国民健康保険事業運営の
都道府県単位化について
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【現行】 市町村が個別に運営
【改革後】 都道府県が財政運営責任を担う

など中心的役割

市町村

都道府県

・ 財政運営責任（提供体制と双方に責任発揮）

・ 市町村ごとの納付金を決定
市町村ごとの医療費水準、所得水準を考慮することが基本

・ 市町村ごとの標準保険料率等の設定

・ 市町村が行った保険給付の点検、事後調整

・ 市町村が担う事務の標準化、効率化、
広域化を促進

・ 資格管理（被保険者証等の発行）

・ 保険料率の決定、賦課・徴収

・ 保険給付

・ 保健事業

（構造的な課題）

・年齢が高く医療費水準が高い

・低所得者が多い

・小規模保険者が多い

都道府県が市町村ごとに決定した

国保事業費納付金を市町村が納付

・国の財政支援の拡充

・都道府県が、国保の運営
に中心的役割を果たす市町村

市町村

市町村

市町村

市町村

国保運営方針
(県内の統一的方針)

給付費に必要な費用を、
全額、市町村に支払う（交付金の交付）

※被保険者証は都道府県名のもの

※保険料率は市町村ごとに決定

※事務の標準化、効率化、広域化を進める

○平成30年度から、都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等の

国保運営に中心的な役割を担い、制度を安定化

・給付費に必要な費用は、全額、都道府県が市町村に交付

・将来的な保険料負担の平準化を進めるため、都道府県は、市町村ごとの標準保険料率を提示（標準的な住民負担の見える化）

・都道府県は、国保の運営方針を定め、市町村の事務の効率化・広域化等を推進

○市町村は、地域住民と身近な関係の中、資格管理、保険給付、保険料率の決定、賦課・徴収、保健事業等、

地域におけるきめ細かい事業を引き続き担う

国保制度改革の概要（運営の在り方の見直し）

なお、国の普通調整交付金については、 都道府県間の所得水準を
調整する役割を担うよう適切に見直す

○ 詳細については、引き続き、地方との協議を進める
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支出

改革後の国保財政の仕組み（イメージ）

① 保険給付に必要な費

用を、全額、市町村へ

交付

②災害等による保険料の

減免額等が多額である

ことや、市町村における

保健事業を支援するな

ど、市町村に特別な事

情がある場合に、その事

情を考慮して交付

支出

保険料 保険給付費

支出

保険料 保険給付費

納付金 交付金

○ 都道府県が財政運営の責任主体となり、市町村ごとの国保事業費納付金の額の決定や、保険給付に必

要な費用を、全額、市町村に対して支払う（保険給付費等交付金の交付）ことにより、国保財政の「入り」と

「出」を管理する。

※ 都道府県にも国保特別会計を設置

○ 市町村は、都道府県が市町村ごとに決定した納付金を都道府県に納付する。

※ 納付金の額は、市町村ごとの医療費水準と所得水準を考慮

都道府県の国保特別会計

市町村の

国保特別会計

市町村の

国保特別会計Ａ市

現行 改革後

公費

・定率国庫負担
・保険料軽減 等

収入
公費

保険料軽減 等

公費

収入定率国庫負担 等

収入
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改革後の国保財政運営における国、都道府県、市町村の役割

○国は、定率国庫負担等を行うことで、国保財政全体に対し一律の財政支援を行うと同時に、全国レベル
で調整すべき、都道府県間の所得水準の調整、全国レベルで調整すべき都道府県・市町村の特別な事情
等を考慮して調整交付金を配分する。

○都道府県、市町村の医療費適正化等に向けたインセンティブとして支援金を交付する。

＜国の役割＞

○都道府県は、都道府県内市町村の医療給付、後期高齢者支援金、介護納付金等を支払い、その財源とし
て国や都道府県一般会計からの公費や市町村から集める納付金を充てる。

○市町村間の医療費水準や所得水準を調整し、市町村ごとの納付金を配分する。また、納付金を納めるた
めに必要な標準保険料率を示す。

○国保の財政運営の責任主体として、一般会計から定率の繰入を実施し、都道府県の国保財政全体の安定
化を図るとともに、都道府県内で調整すべき各市町村の特別な事情（納付金の算定方法変更等に伴う保
険料の急激な変化等）を調整するため、一般会計から繰入れ、市町村に交付金を配分する。

○財政安定化基金を設置し、予期せぬ給付増や保険料収納不足に対し、貸付及び交付を行うことで、当該
都道府県内の国保財政を安定化させる。

＜都道府県の役割＞

＜市町村の役割＞

○市町村は都道府県が定めた納付金を納めるため、都道府県に示された標準保険料率を参考にして、条例
において国保の保険料率を決定し、賦課・徴収を行う。

○地域住民と身近な関係のもと、資格管理、保険給付、保健事業等、地域におけるきめ細かい事業を引き
続き実施する。

※その他、従来から実施している国保財政安定化のための公費支援（高額医療費、保険者支援、保険料軽減
等）を引き続き実施
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A市が

納める納付金

Ｂ町が

納める納付金

都 道 府 県

A市の

保険料率

B町の

保険料率

市 町 村

保
険
料
収
納
必
要
額

医

療

給

付

費

等

公

費

等

国保保険料の賦課・徴収の基本的仕組み （イメージ）

＜ 県の標準設定のイメージ＞

○ 標準的な算定方式は
３方式（所得割、均等割、世帯割）

○ 標準的な収納率は、
市町村規模別に、右表の
とおりとする。

○ 都道府県は、

・ 医療給付費等の見込みを立て、市町村ごとの国保事業費納付金（※）の額を決定（①）

※ 市町村ごとの医療費水準、所得水準を考慮

・ 都道府県が設定する標準的な算定方式等に基づいて市町村ごとの標準保険料率を算定･公表（②)

○ 市町村は、都道府県の示す標準保険料率等を参考に、それぞれの保険料算定方式や予定収納率に基づき、

それぞれの保険料率を定め、保険料を賦課･徴収し、納付金を納める。（③）

被保険者数 標準的な収納
率（イメージ）

１万人未満 ９４％

１万人～５万人未満 ９２％

５万人～１０万人未満 ９０％

１０万人以上 ８８％

Ａ市：１０万人

(標準的な収納率 88％)

Ｂ町： １万人

(標準的な収納率 92％)

○ ２方式（所得割、均等割）

○ 予定収納率：90％

○ ３方式（所得割、均等割、平等割）

○ 予定収納率：94％

○ 都道府県が定めた標準的な保険料算定

方式等を参考に、実際の算定方式や保険

料率を定め、保険料を賦課、徴収

①

②

③

A市の

標準保険料率

（例）

Ｂ町の

標準保険料率

②

※ 市町村は、都道府県が設定する標準的な
収納率よりも高い収納率をあげれば、「標準
保険料率」よりも安い保険料率を設定できる。
（収納インセンティブの確保）

①
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３.国民健康保険事業特別会計の
赤字解消・削減の取組みについて
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都道府県国民健康保険運営方針策定要領（抜粋） 

（赤字解消・削減の取組、目標年次等） 

○ 市町村において行われている決算補填等を目的とする一般会計繰入や前年度繰上充用については、今回の財政支
援措置の拡充と都道府県から保険給付に要した費用を全額交付する仕組みの中で、解消が図られる方向となってい
るが、収納率の向上や医療費適正化の取組にあわせ、保険料の適正な設定等により、計画的・段階的な解消が図ら
れるよう、実効性のある取組を定めること。 

※ 市町村ごとの標準保険料率（以下「市町村標準保険料率」という。）は、標準的な収納率をもとに算定した各市町村が徴収すべき額に係る保
険料率であるため、市町村標準保険料率を賦課し、標準的な収納率分の保険料を徴収することができていれば、基本的に赤字は発生しないこと
に留意。 

 

○ 赤字市町村については、赤字についての要因分析（医療費水準、保険料設定、保険料収納率等）を行うとともに、
必要な対策について整理すること。これを踏まえ、都道府県は、市町村ごとの赤字の解消又は削減の目標年次及び
赤字解消に向けた取組を定めること。 

 ※１ 赤字解消・削減の取組や目標年次の設定は、都道府県及び市町村が十分に協議を行った上で、その実現可能性も踏まえつつ、最終的には、
都道府県が国保運営方針とあわせて設定することとなる。なお、目標年次等の設定に当たっては、例えば、 

・ まずは赤字解消・削減の取組や目標年次に係る都道府県の全体的な方向性等について連携会議の場を活用し検討 

・ 赤字市町村において、都道府県の全体的な方向性や赤字の要因分析及び必要な対策の整理を踏まえ、目標年次等の案を作成 

・ 赤字市町村が作成した目標年次等の案を都道府県が集計 

・ 都道府県において、他の赤字市町村の目標年次や取組状況も踏まえつつ、必要に応じ、目標年次の前倒し等について赤字市町村と協議 

といった手順で設定することも考えられる。その際、市町村ごとに目標年次の設定の要否が年度単位で変動することも考えられるため、例え
ば、国保運営方針本体においては都道府県の全体的な方向性を定め、国保運営方針とは別に市町村の目標年次等を設定することとし、毎年、
取組の評価に応じて見直していく方法が考えられる。 

 ※２ 赤字解消・削減の取組や目標年次については、新制度における納付金、市町村標準保険料率、公費等を勘案し、平成30年度から設定すること
が望ましい。 

 

○ その際、赤字の解消又は削減については、国民健康保険が一会計年度を収支として行う短期保険であることに鑑
み、原則として赤字発生年度の翌年度に解消を図ることが望ましいものであるが、被保険者の保険料負担の急変を
踏まえると、単年度での赤字の解消が困難な場合は、例えば、５年度以内の計画を策定し、段階的に赤字を削減し、
できる限り赤字を解消するよう努めるものとするなど、市町村の実態を踏まえて、その目標を定めること。 
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赤字解消の取組経緯 

国保財政の基盤強化 ･ 財政運営の安定化 
→「決算補填等を目的とする一般会計繰入」と「前年度繰上充用金の新規増加分」を計画的・段階的に解消・削減 
 ※30年度以前の累積赤字（前年度繰上充用）は、市町村の実情に応じ、可能な限り計画的な解消・削減を目指す 

 決算補填等を目的とする一般会計繰入や前年度繰上充用について、収納率の向上や医療費適正化の取組にあわせ、保険料の適正
な設定等により、計画的・段階的な解消が図られるよう、実効性のある取組を定める。  
 赤字市町村については、赤字についての要因分析、必要な対策の整理を行う。これを踏まえ、都道府県は、市町村ごとの赤字の解消
又は削減の目標年次及び赤字解消に向けた取組を定める。 

平成30年4月 
 国民健康保険改革 
都道府県も国保の保険者に（3400億円の公費拡充）   

平成36年4月 

 

保険者の自主的な財政再建 
→収支均衡の実質的な回復 

 多額の赤字を生じ、国保事業の運営
に支障をきたしている保険者がみうけら
れる。赤字保険者は、財政再建計画を
定め、自主的な財政再建を行うこととし、
おおむね５年以内の国保特別会計（事
業勘定）の収支均衡の実質的な回復を
図る。  

昭和34年1月 
 新国民健康保険法成立 

昭和36年4月 
 国民皆保険の達成 

昭和46年11月 平成22年5月 
 広域化等支援方針の取組 

平成30年3月 

赤字保険者に赤字解消計画を 
義務づけ 
→実質収支の均衡・累積赤字解消 

 国保特別会計（事業勘定）の実質収
支が２年連続して赤字の保険者が策定
するものであるが、恒常的支出に対応
する収入を確保しつつ、原則５年以内
に累積赤字を解消するための計画。 

広域化等支援方針に基づく赤字解消の 
取組 
 
→まずは繰上充用の計画的解消、次いで、
一般会計繰入による赤字補填分のできる限
り早期の解消 

 赤字解消の目標年次については、まずは、繰
上充用分の計画的な解消を図り、目標を定める。
次いで、一般会計繰入による赤字の補てん分に 
ついては、保険料の引上げ、収納率の向上、医
療費適正化策の推進等により、できる限り早期
に解消するよう努める。 

89 

第１期 国保運営方針 第２期 国保運営方針 

実質収支の均衡・繰上充用の解消 繰上充用の解消・一般会計繰入の解消 

決算補填等目的の一般会計繰入と前年度繰上充用金の新規増加分の計画的・段階的な解消、削減 
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解消・削減すべき赤字の定義の変遷 

平成22年度 平成30年度 

繰上充用金 

赤字補填分の
一般会計繰入 

繰上充用金 

新規増加分 

 
決算補填等 
目的の 

一般会計繰入 

繰上充用金 
（累積分） 

繰上充用金 
（新規増加分） 

負担抑制分
（黒字分） 

※ 定義の変更により対象市町村数 
  は増加するが、公表する場合には、 
  従前の定義による対象市町村数も 
  併せて公表することとし、新定義と 
  の違いを区別する。 

平成30年度以降、国保運営方針
のもと、市町村が計画的に解消･
削減すべき赤字 

平成30年度以降、市町村が地域
の実情に応じて可能な限り計画的
に解消･削減 

広域化等支援方針に
よる取組 

赤字解消計画に
よる取組 

実質収支の赤字 実質収支の赤字 

実質収支の赤字 

国保運営方針による取組 
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３．法定外繰入金の分類 

不足分を 
一般会計からの 

法定外繰入金により 
賄っている 

船橋市における法定外繰入金の分類（千円） 

  
平成29年度 

予算 
平成28年度 

決算 
平成27年度 

決算 
平成26年度 

決算 
平成25年度 

決算 
平成24年度 

決算 
平成23年度 

決算 

法定外繰入金合計 2,500,000  2,260,000  2,740,000  1,650,000  1,371,000  1,115,000  1,330,000  

  

 決算補填等目的  1,787,677  1,667,268  2,216,252  1,197,837  951,241  704,267  922,673  

保険者 
判断に 
よるもの 

保険料(税)の負担緩和を図るため 1,772,677  1,651,363  2,200,742  1,185,062  936,272  688,482  897,538  

地方単独の保険料(税)の軽減額 15,000  15,905  15,510  12,775  14,969  15,785  25,135  

任意給付に充てるため 0  0  0  0  0  0  0  

保険者 
判断に 
よらない 
もの 

保険料の収納不足のため 0  0  0  0  0  0  0  

累積赤字補填のため 0  0  0  0  0  0  0  

医療費の増加 0  0  0  0  0  0  0  

後期高齢者支援金 0  0  0  0  0  0  0  

公債費、借入金利息 0  0  0  0  0  0  0  

高額療養費貸付金 0  0  0  0  0  0  0  

 決算補填等以外の目的 712,323  592,732  523,748  452,163  419,759  410,733  407,327  

保険料(税)の減免額に充てるため 19,000  18,095  18,680  17,728  14,895  31,078  38,603  

地方独自事業の波及増補填等 217,274  216,765  158,285  101,325  102,256  97,039  97,820  

保健事業費に充てるため 476,049  357,872  346,783  333,110  302,608  282,616  270,904  

直営診療施設に充てるため 0  0  0  0  0  0  0  

納税報奨金（納付組織交付金） 0  0  0  0  0  0  0  

基金積立 0  0  0  0  0  0  0  

返済金 0  0  0  0  0  0  0  

その他 0  0  0  0  0  0  0  
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４.船橋市国民健康保険事業の概要に
ついて 

- 16 -

312941
四角形



４－１．人口と被保険者数の推移 
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H28, 人口 
632,341 

H28, 被保数 
144,137 

図4-1-1 人口と被保険者数の推移（平成元年度～） 図4-1-2 人口と被保険者数の推移（平成20年度～） 

市人口の増加及び高齢化に伴い、国民健康保険被保険者数は増加傾向 

高齢者医療制度導入に伴い、国民健康保険の被保険者数は大きく減少 平成20年度 

平成5年度以降 

平成21～23年度 被保険者数も微増傾向 

平成24年度以降 減少傾向となっており、ここ数年著しい減少 

※人口は各年度末、被保険者数は年度平均（3月～翌年2月末） - 17 -



４－１．人口と被保険者数の推移 

図4-1-3 国保加入率の推移（平成20年～） 

表4-1-1 人口と被保険者数・国保加入率 

※人口は各年度末、被保険者数は年度平均（3月～翌年2月末） 

H1, 24.42% 

H19, 32.66% 

H20, 26.53% 

H28, 22.79% 
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年度 市人口 
国保 
被保数 

国保 
加入率 

年度 市人口 
国保 
被保数 

国保 
加入率 

平成元年度 530,717 129,616 24.42% 平成１５年度 570,309 186,993 32.79% 

平成２年度 530,602 128,920 24.30% 平成１６年度 573,093 191,369 33.39% 

平成３年度 534,162 128,085 23.98% 平成１７年度 579,244 193,847 33.47% 

平成４年度 536,546 128,257 23.90% 平成１８年度 586,228 194,575 33.19% 

平成５年度 538,051 130,185 24.20% 平成１９年度 594,608 194,218 32.66% 

平成６年度 540,543 133,017 24.61% 平成２０年度 602,301 159,768 26.53% 

平成７年度 539,698 136,511 25.29% 平成２１年度 609,987 160,891 26.38% 

平成８年度 543,835 140,571 25.85% 平成２２年度 613,094 161,515 26.34% 

平成９年度 545,647 145,229 26.62% 平成２３年度 614,383 161,780 26.33% 

平成１０年度 548,177 151,773 27.69% 平成２４年度 615,876 160,363 26.04% 

平成１１年度 551,606 159,030 28.83% 平成２５年度 620,389 158,277 25.51% 

平成１２年度 553,195 166,311 30.06% 平成２６年度 624,396 155,204 24.86% 

平成１３年度 560,039 172,955 30.88% 平成２７年度 627,816 150,763 24.01% 

平成１４年度 565,510 180,225 31.87% 平成２８年度 632,341 144,137 22.79% 
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21.06% 

28.94% 

10.15% 

12.21% 

9.47% 

9.05% 

4.97% 

4.15% 

70代 

60代 

50代 

40代 

30代 

20代 

10代 

9歳以下 

（平成29年3月末被保険者数 138,366人） 

４－１．被保険者の年代別分布 

  被保険者数 構成比 

70代 29,141人 21.06% 

60代 40,045人 28.94% 

50代 14,051人 10.15% 

40代 16,889人 12.21% 

30代 13,107人 9.47% 

20代 12,520人 9.05% 

10代 6,877人 4.97% 

9歳以下 5,736人 4.15% 

合計 138,366人 100.00% 

表4-1-2 船橋市 年代別国保被保険者数 

図4-1-4 船橋市 年代別国保被保険者数割合 
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47.48% 

23.55% 

12.63% 

6.69% 

3.26% 

1.75% 

1.09% 

0.64% 

0.47% 

0.31% 

2.12% 

0-

100万円～ 

200万円～ 

300万円～ 

400万円～ 

500万円～ 

600万円～ 

700万円～ 

800万円～ 

900万円～ 

1000万円～ （平成29年度賦課対象者 計140,327人） 

※ ここでの所得とは賦課基準額を言い、給与所得(給与収入－給与所得控除)、年金所得(年金収入－公的年金等控除)、事業所得(事業収入－必要経費) 
  など所得の合計から、基礎控除３３万円を差し引いた額です。扶養控除等、各種所得控除前の額です。 
※ 人毎に集計しており、例えば所得のない子どもは項目「０－」に該当します。 
※ 前年度所得の未申告者は項目「０－」に含まれます。 

所得 被保険者数 構成比 

0-  66,632人 47.48% 

100万円～ 33,046人 23.55% 

200万円～ 17,725人 12.63% 

300万円～ 9,393人 6.69% 

400万円～ 4,568人 3.26% 

500万円～ 2,460人 1.75% 

600万円～ 1,535人 1.09% 

700万円～ 901人 0.64% 

800万円～ 660人 0.47% 

900万円～ 439人 0.31% 

1000万円～ 2,968人 2.12% 

合計 140,327人 100.00% 

４－１．被保険者の所得階層別分布 

表4-1-3 船橋市 国保被保険者の所得階層別人数 

図4-1-5 船橋市 国保被保険者の所得階層別割合 
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４－２．保険料の推移 
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1人当たり保険料調定額 

均等割額 

1人当たり所得割額 

所得割率 

平成15年度 
介護分の引上げ 
医療分は据置 

平成22年度 
均等割のみ 
医療+支援合わせ9500円の引上げ 
介護は据置 

保
険
料
額
（
円
） 

所
得
割
率
（
％
） 

平成22年度 
6・4割軽減から 
7・5・2割軽減へ改正 

毎年保険料率を上げていたこともあり、 
1人当たり保険料調定額は毎年上昇 

 
介護保険が導入され、平成15年度に 
介護分のみ所得割率・均等割額 
を上げているものの1人当たり 
保険料調定額は平成17年度まで減少 

料率を上げていないが、 
1人当たり保険料調定額は上昇 

後期支援金分が導入された平成20年度 
以降、平成22年度に均等割額が上がって 
いるが、1人当たり保険料調定額は微増 
に留まり、以降減少を続けている 

平成元年度～平成12年度 平成13年度～平成17年度 平成18年度～平成20年度 平成21年度～平成28年度 

平成12年度 
介護導入に伴う上昇 
医療分は据置 

図4-2-1 保険料額と保険料率の推移（平成元年度～平成28年度） 
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４－２．保険料の推移 

表4-2-1 保険料率の推移（平成元年度～平成28年度） 所得割（％）・均等割額（円） 

  

合計 
  

  

合計 
  

医療 支援 介護 医療 支援 介護 

所得割 
均等割 
（円） 

所得割 
均等割 
（円） 

所得割 
均等割 
（円） 

所得割 
均等割 
（円） 

所得割 
均等割 
（円） 

所得割 
均等割 
（円） 

所得割 
均等割 
（円） 

所得割 
均等割 
（円） 

H1 5.84% 12,470 5.84% 12,470 

後期高齢者 
支援金分は 

平成20年度より 
開始 

介護納付金分は 
平成12年度より 

開始 

H15 10.33% 31,560 9.13% 21,950 

  

1.20% 9,610 

H2 6.26% 13,270 6.26% 13,270 H16 10.33% 31,560 9.13% 21,950 1.20% 9,610 

H3 5.91% 13,700 5.91% 13,700 H17 10.33% 31,560 9.13% 21,950 1.20% 9,610 

H4 6.12% 14,530 6.12% 14,530 H18 10.33% 31,560 9.13% 21,950 1.20% 9,610 

H5 6.65% 15,600 6.65% 15,600 H19 10.33% 31,560 9.13% 21,950 1.20% 9,610 

H6 7.38% 16,650 7.38% 16,650 H20 10.33% 31,560 6.50% 16,090 2.63% 5,860 1.20% 9,610 

H7 8.17% 17,830 8.17% 17,830 H21 10.33% 31,560 6.50% 16,090 2.63% 5,860 1.20% 9,610 

H8 8.41% 17,830 8.41% 17,830 H22 10.33% 41,060 6.50% 24,360 2.63% 7,090 1.20% 9,610 

H9 8.67% 18,110 8.67% 18,110 H23 10.33% 41,060 6.50% 24,360 2.63% 7,090 1.20% 9,610 

H10 9.08% 18,960 9.08% 18,960 H24 10.33% 41,060 6.50% 24,360 2.63% 7,090 1.20% 9,610 

H11 9.13% 21,950 9.13% 21,950 H25 10.33% 41,060 6.50% 24,360 2.63% 7,090 1.20% 9,610 

H12 9.97% 28,940 9.13% 21,950 0.84% 6,990 H26 10.33% 41,060 6.50% 24,360 2.63% 7,090 1.20% 9,610 

H13 10.10% 29,440 9.13% 21,950 0.97% 7,490 H27 10.33% 41,060 6.50% 24,360 2.63% 7,090 1.20% 9,610 

H14 10.10% 29,440 9.13% 21,950 0.97% 7,490 H28 10.33% 41,060 6.50% 24,360 2.63% 7,090 1.20% 9,610 
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４－３．国民健康保険特別会計の推移 
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450

550

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

主
な
歳
出
（
億
円
） 

保
険
料
調
定
額
（
億
円
） 

主な歳出*1 

保険料調定額*2 

*1 主な歳出：保険給付費、老人保健拠出金、後期高齢者支援金、介護納付金、前期高齢者納付金の合計 
*2 保険料調定額：全被保険者における現年度分保険料調定額の医療分、後期高齢者支援金分、介護納付金分の合計 

図4-3-1 国保特会 主な歳出と保険料調定額の推移（平成元年度～平成28年度） 

被保険者数の増加及び保険料の引き上げにより 
保険料調定額は増加 

平成元年度 
～平成19年度 

平成20年度 
～平成23年度 

平成24年度 
～平成28年度 

高齢者医療制度の開始に伴う一時的な被保数の減少から 
保険料調定額は著しく減少 
以降、平成23年度までは被保数と保険料調定額も微増 

被保数の減少等による影響から保険料調定額も減少 

保
険
料
調
定
額 

主
な
歳
出 

平成元年度以降、 
被保険者の高齢化や医療の高度化
などの影響により保険給付費が 
著しく増加 

H20 

H24 
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４－３．国民健康保険特別会計の推移 

表4-3-1 国民健康保険特別会計の主な歳出と保険料調定額の推移（千円） 

  主な歳出*1 保険料調定額*2   主な歳出 保険料調定額 

平成元年度 14,027,622 7,329,379 平成15年度 38,454,682 16,739,161 

平成２年度 14,538,207 7,796,209 平成16年度 38,079,698 16,861,649 

平成３年度 15,034,364 8,100,673 平成17年度 40,826,990 16,829,420 

平成４年度 16,160,805 8,565,129 平成18年度 42,893,819 17,247,050 

平成５年度 17,197,686 9,440,900 平成19年度 44,968,632 17,520,167 

平成６年度 18,625,851 10,274,862 平成20年度 44,281,107 14,784,337 

平成７年度 19,864,668 11,234,975 平成21年度 45,447,251 14,687,294 

平成８年度 21,816,018 11,659,479 平成22年度 46,676,410 14,963,080 

平成９年度 22,933,083 12,398,425 平成23年度 48,517,888 14,935,860 

平成10年度 24,929,057 13,419,733 平成24年度 50,335,960 14,555,751 

平成11年度 27,257,440 14,127,286 平成25年度 51,202,497 14,396,955 

平成12年度 29,048,361 15,246,869 平成26年度 51,414,289 14,067,952 

平成13年度 31,715,288 15,708,102 平成27年度 52,151,191 13,414,552 

平成14年度 33,289,902 16,253,430 平成28年度 49,774,887 12,883,354 

*1 主な歳出：保険給付費、老人保健拠出金、後期高齢者支援金、介護納付金、前期高齢者納付金の合計 
*2 保険料調定額：全被保険者における現年度分保険料調定額の医療分、後期高齢者支援金分、介護納付金分の合計 
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４－３．国民健康保険特別会計の推移 

平成22年度の保険料率引き上げ、平成23年度から東日本
大震災による財政支援等、国・県からの交付金が一時的に
増えたため、法定外繰入金は減少するが、平成25年度か
ら再び増加に転じている 

図4-3-2 国保特会 法定外繰入金と保険料調定額の推移（平成元年度～平成28年度） 

保険料調定額が増加しているが、歳出も増加しているため
法定外繰入金は増加 

平成13年度 
～平成19年度 

高齢者医療制度の開始により一時的に保険料調定額・法定
外繰入金共に減少するが、平成21年度には法定外繰入金は
大幅増加 

平成20年度 
～平成21年度 

平成22年度 
～平成28年度 

不足分を 
一般会計からの 

法定外繰入金により 
賄っている 
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４－３．国民健康保険特別会計の推移 

  法定外繰入金 保険料調定額   法定外繰入金 保険料調定額 

平成元年度 600,000 7,329,379 平成15年度 2,375,505 16,739,161 

平成２年度 700,000 7,796,209 平成16年度 1,607,000 16,861,649 

平成３年度 700,000 8,100,673 平成17年度 2,854,000 16,829,420 

平成４年度 549,805 8,565,129 平成18年度 3,000,000 17,247,050 

平成５年度 470,664 9,440,900 平成19年度 3,220,000 17,520,167 

平成６年度 438,827 10,274,862 平成20年度 2,700,000 14,784,337 

平成７年度 511,188 11,234,975 平成21年度 3,825,000 14,687,294 

平成８年度 931,127 11,659,479 平成22年度 2,260,000 14,963,080 

平成９年度 1,081,283 12,398,425 平成23年度 1,330,000 14,935,860 

平成10年度 1,295,388 13,419,733 平成24年度 1,115,000 14,555,751 

平成11年度 1,383,785 14,127,286 平成25年度 1,371,000 14,396,955 

平成12年度 1,236,354 15,246,869 平成26年度 1,650,000 14,067,952 

平成13年度 1,062,258 15,708,102 平成27年度 2,740,000 13,414,552 

平成14年度 1,555,786 16,253,430 平成28年度 2,260,000 12,883,354 

表4-3-2 国保特会 法定外繰入金と保険料調定額の推移（平成元年度～平成28年度）（千円） 
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４－４．１人当たり法定外繰入金の推移 

平成20年度 
高齢者医療制度開始 

0
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） 

図4-4-1 1人当たり法定外繰入金の推移 

平成20年度 
高齢者医療制度開始 

平成22年度 
保険料引上げ 

被保険者1人当たり 
法定外繰入金 

人口から国保・生保を除いた 
人数当たり法定外繰入金 
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保険料として賦課すべき額 

一般被保険者の医療分     （船橋市国民健康保険条例第１１条の３） 

ー 

（国・県）特定健診負担金 

（国）その他補助金 

（県）財政調整交付金 

（国）財政調整交付金 

（国）定率負担金 

（県・市）その他補助金・貸付 

保険財政・高額共同交付金 

その他収入  

保険給付費 

前期高齢者納付金 

保健事業費 

保険財政共同事業 

高額共同事業拠出金 の1/2 

その他の支出 

退職分調整額 

前期高齢者交付金 

歳出（第１号）   

ー 

４－５．現行の船橋市国民健康保険条例に基づく保険料の計算方法（医療分） 

歳入（第２号） 
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表4-6-1 保険料収納率（現年度分）の推移（船橋市・全国平均）（％） 

４－６． 保険料（税）収納率（現年度分）の推移（市町村国保） 

  全国平均 船橋市   全国平均 船橋市 

平成元年度 94.04 94.94 平成15年度 90.21 89.87 

平成２年度 94.17 95.46 平成16年度 90.09 89.82 

平成３年度 94.16 94.47 平成17年度 90.15 90.22 

平成４年度 93.87 93.77 平成18年度 90.39 90.35 

平成５年度 93.48 93.16 平成19年度 90.49 90.59 

平成６年度 93.27 92.85 平成20年度 88.35 88.82 

平成７年度 93.32 92.22 平成21年度 88.01 88.15 

平成８年度 93.00 91.89 平成22年度 88.61 88.42 

平成９年度 92.38 91.39 平成23年度 89.39 88.87 

平成10年度 91.82 90.52 平成24年度 89.86 89.57 

平成11年度 91.38 89.72 平成25年度 90.42 90.32 

平成12年度 91.35 90.23 平成26年度 90.95 90.53 

平成13年度 90.87 90.27 平成27年度 91.45 90.39 

平成14年度 90.39 89.96 平成28年度 - 90.42 
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87
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89

90

91

92

H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

図4-6-1 保険料（税）収納率（現年度分）の推移（船橋市・全国平均） 

収
納
率
（
％
） 

平成12年度 
引上げ 

(介護分) 
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引上げ 

(介護分) 

平成22年度 
引上げ 

(医療分・後期支援金分) 

船橋市 

全国平均 
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歳 
入 

歳 
出 

収納率向上対策の実施（差押・電話催告等 ） 

経営姿勢評価に対する国・県交付金の獲得 

レセプト点検・不当利得返還請求等による給付費の適正化 

医療費通知・後発医薬品差額通知 

特定健康診査等による長期的な医療費抑制 

被保険者資格の適正化 

４－７．財政健全化のための施策 
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５.他市との比較について
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平成28年度国⺠健康保険事業 千葉県内54市町村における船橋市の状況

順位 市町村名

1人当たり

医療費

（円）

順位 市町村名

1人当たり

医療費

（円）

順位 市町村名

1人当たり

保険給付費

（円）

順位 市町村名

1人当たり

保険給付費

（円）

1 南房総市 386,214 28 市原市 327,212 1 南房総市 321,627 28 山武市 270,099

2 鋸南町 385,749 29 習志野市 326,177 2 鋸南町 321,024 29 習志野市 270,067

3 睦沢町 382,854 30 九十九里町 324,620 3 睦沢町 317,613

30

船橋市 268,997

4 ⻑南町 376,662 31 山武市 324,491 4 鴨川市 313,888 31 匝瑳市 268,154

5 鴨川市 373,153 32 大網白里市 324,292 5 ⻑南町 310,354 32 白子町 268,083

6 富津市 370,414

33

船橋市 324,174 6 富津市 308,144 33 大網白里市 268,077

7 ⻑柄町 361,505 34 匝瑳市 324,069 7 ⻑柄町 298,953 34 柏市 267,515

8 ⻑⽣村 349,921 35 我孫子市 323,086 8 ⻑⽣村 291,177 35 千葉市 267,294

9 酒々井町 347,858 36 千葉市 322,899 9 勝浦市 288,779 36 鎌ケ谷市 267,267

10 勝浦市 345,464 37 柏市 322,173 10 野田市 288,241 37 我孫子市 266,749

11 野田市 345,388 38 鎌ケ谷市 321,449 11 御宿町 287,814 38 九十九里町 266,580

12 御宿町 344,820 39 白井市 319,964 12 酒々井町 287,183 39 白井市 263,172

13 君津市 344,198 40 四街道市 319,514 13 君津市 286,946 40 大多喜町 262,771

14 八千代市 343,710 41 大多喜町 318,617 14 香取市 285,233 41 四街道市 261,849

15 館山市 343,470 42 木更津市 317,463 15 八千代市 285,148 42 木更津市 261,461

16 佐倉市 342,982 43 東庄町 312,448 16 佐倉市 284,267 43 八街市 260,027

17 香取市 341,652 44 八街市 312,250 17 館山市 284,137 44 東庄町 259,795

18 いすみ市 341,006 45 松⼾市 311,720 18 いすみ市 283,623 45 松⼾市 258,463

19 茂原市 338,050 46 芝山町 309,117 19 茂原市 279,094 46 一宮町 254,964

20 栄町 335,603 47 一宮町 307,798 20 袖ケ浦市 275,929 47 芝山町 254,627

21 袖ケ浦市 334,373 48 東金市 305,957 21 流山市 275,883 48 東金市 252,274

22 流山市 333,638 49 多古町 304,742 22 栄町 273,865 49 多古町 252,254

23 成田市 331,022 50 市川市 304,517 23 成田市 273,736 50 富里市 250,461

24 銚子市 330,000 51 横芝光町 303,027 24 銚子市 272,845 51 市川市 250,350

25 印⻄市 329,905 52 富里市 302,828 25 印⻄市 271,842 52 横芝光町 249,555

26 神崎町 329,716 53 浦安市 296,049 26 市原市 271,337 53 浦安市 241,133

27 白子町 328,049 54 旭市 283,821 27 神崎町 271,276 54 旭市 234,603

1人当たり保険給付費1人当たり医療費

千葉県内54市町村 千葉県内54市町村

平成28年度 1人当たり医療費（円） 平成28年度 1人当たり保険給付費（円）

平成28年度事業年報より

- 32 -



平成28年度国⺠健康保険事業 千葉県内54市町村における船橋市の状況

順位 市町村名

1人当たり

保険料調定額

（円）

順位 市町村名

1人当たり

保険料調定額

（円）

順位 市町村名

1人当たり

所得額

（円）

順位 市町村名

1人当たり

所得額

（円）

1 多古町 110,358 28 山武市 96,875 1 ⻑柄町 1,369,893 28 君津市 716,264

2 芝山町 107,874 29 君津市 96,723 2 浦安市 1,117,919 29 多古町 707,719

3 九十九里町 106,219 30 松⼾市 96,707 3 流山市 1,090,248 30 酒々井町 706,922

4 八千代市 104,881 31 鋸南町 96,262 4 柏市 951,052 31 木更津市 703,895

5 印⻄市 104,795 32 東金市 96,250 5 成田市 923,284 32 神崎町 699,613

6 白井市 104,569 33 睦沢町 96,028 6 市川市 902,052 33 香取市 697,407

7 銚子市 104,130 34 横芝光町 95,576 7 松⼾市 891,815 34 大多喜町 684,453

8 匝瑳市 103,709 35 酒々井町 95,554 8 印⻄市 870,501 35 富津市 676,440

9 旭市 102,994 36 白子町 94,683 9 鎌ケ谷市 861,140 36 ⻑南町 669,091

10 富津市 102,913 37 勝浦市 94,666 10 習志野市 861,063 37 東金市 657,453

11 ⻑南町 102,849 38 市原市 94,639 11 八千代市 858,503 38 ⻑⽣村 654,806

12 ⻑柄町 102,785 39 栄町 94,558 12 市原市 833,534 39 鴨川市 651,690

13 東庄町 101,826 40 習志野市 93,783 13 四街道市 821,915 40 大網白里市 641,711

14 柏市 101,347 41 御宿町 93,628

14

船橋市 817,556 41 八街市 640,662

15 野田市 100,713 42 鴨川市 93,364 15 富里市 810,683 42 御宿町 640,322

16 大網白里市 100,624 43 市川市 93,259 16 白井市 793,821 43 野田市 637,144

17 流山市 100,330 44 四街道市 93,170 17 我孫子市 790,756 44 茂原市 626,913

18 大多喜町 99,742 45 鎌ケ谷市 92,993 18 千葉市 784,236 45 栄町 619,085

19 一宮町 98,634 46 佐倉市 92,879 19 佐倉市 767,778 46 睦沢町 618,925

20 香取市 98,523 47 富里市 92,407 20 東庄町 752,744 47 南房総市 610,232

21 茂原市 98,431 48 我孫子市 92,400 21 袖ケ浦市 750,213 48 勝浦市 608,790

22 木更津市 98,342 49 袖ケ浦市 92,252 22 横芝光町 749,516 49 山武市 606,069

23 南房総市 97,581 50 館山市 90,873 23 匝瑳市 749,263 50 鋸南町 602,889

24 浦安市 97,559 51 ⻑⽣村 89,785 24 旭市 745,939 51 館山市 599,426

25 八街市 97,447 52 成田市 89,492 25 芝山町 740,072 52 九十九里町 597,829

26 千葉市 97,398

53

船橋市 89,383 26 一宮町 730,118 53 白子町 592,228

27 いすみ市 97,294 54 神崎町 87,294 27 銚子市 719,186 54 いすみ市 576,117

1人当たり保険料調定額
1人当たり所得額

平成28年度 1人当たり所得額（円）平成28年度 1人当たり保険料調定額（医療＋支援＋介護）

千葉県内54市町村 千葉県内54市町村

平成28年度事業年報より
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平成28年度国⺠健康保険事業 千葉県内54市町村における船橋市の状況

順位 市町村名

所得に占める

保険料の割合

（％）

順位 市町村名

所得に占める

保険料の割合

（％）

順位 市町村名

1人当たり

法定外繰入金

（円）

順位 市町村名

1人当たり

法定外繰入金

（円）

1 九十九里町 16.41% 28 ⻑⽣村 12.52% 1 鎌ケ谷市 23,919 28 九十九里町 511

2 いすみ市 15.30% 29 君津市 12.51% 2 成田市 22,893 29 八千代市 279

3 野田市 14.77% 29 東庄町 12.51% 3 浦安市 17,917 30 白井市 9

4 山武市 14.62% 31 旭市 12.46% 4 千葉市 16,568 - 銚子市 0

5 大網白里市 14.51% 32 白井市 12.33% 5 市原市 16,399 - 館山市 0

5 鋸南町 14.51% 33 一宮町 12.26%

6

船橋市 15,680 - 松⼾市 0

7 南房総市 14.42% 34 横芝光町 11.59% 7 市川市 12,433 - 香取市 0

8 白子町 14.41% 35 袖ケ浦市 11.45% 8 大多喜町 12,140 - 茂原市 0

9 睦沢町 14.39% 36 神崎町 11.41% 9 習志野市 11,595 - 勝浦市 0

10 茂原市 14.33% 37 佐倉市 11.38% 10 袖ケ浦市 10,954 - 我孫子市 0

11 栄町 14.24% 38 千葉市 11.23% 11 旭市 10,626 - 鴨川市 0

12 多古町 14.15% 39 八千代市 11.14% 12 流山市 9,724 - 富津市 0

13 富津市 14.13% 40 印⻄市 11.08% 13 柏市 9,322 - 四街道市 0

14 ⻑南町 14.06% 41 我孫子市 10.85% 14 山武市 9,308 - 酒々井町 0

15 勝浦市 14.05% 42 四街道市 10.51% 15 富里市 7,569 - 印⻄市 0

15 八街市 14.05% 43 富里市 10.48% 16 神崎町 5,473 - 一宮町 0

17 館山市 13.94% 44 市原市 10.28% 17 八街市 5,466 - 睦沢町 0

18 御宿町 13.32%

45

船橋市 10.24% 18 匝瑳市 3,830 - ⻑⽣村 0

19 芝山町 13.27% 46 松⼾市 10.00% 19 横芝光町 3,632 - 白子町 0

20 東金市 13.26% 46 鎌ヶ谷市 10.00% 20 木更津市 3,440 - ⻑柄町 0

21 木更津市 13.19% 48 習志野市 9.92% 21 野田市 3,300 - ⻑南町 0

22 大多喜町 13.15% 49 柏市 9.75% 22 鋸南町 2,880 - 大網白里市 0

23 鴨川市 13.09% 50 市川市 9.49% 23 栄町 2,586 - 芝山町 0

24 銚子市 13.08% 51 成田市 8.73% 24 東金市 2,542 - 多古町 0

25 香取市 12.78% 52 流山市 8.54% 25 君津市 1,918 - 御宿町 0

26 匝瑳市 12.74% 53 浦安市 8.12% 26 東庄町 1,766 - 南房総市 0

27 酒々井町 12.71% 54 ⻑柄町 6.90% 27 佐倉市 1,261 - いすみ市 0

1人当たり法定外繰入金所得に占める保険料の割合

平成28年度 1人当たり法定外繰入金（円）平成28年度 所得に占める保険料の割合（医療+支援）

千葉県内54市町村

平成28年度事業年報より

千葉県内54市町村

繰入を行っているのは30市町村
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平成28年度国⺠健康保険事業 中核市48市における船橋市の状況

順位 市町村名

1人当たり

医療費

（円）

順位 市町村名

1人当たり

医療費

（円）

順位 市町村名

1人当たり

保険給付費

（円）

順位 市町村名

1人当たり

保険給付費

（円）

1 ⻑崎市 455,129 25 ⻄宮市 366,507 1 ⻑崎市 382,222 25 横須賀市 303,078

2 呉市 451,490 26 横須賀市 365,193 2 呉市 376,071 26 ⻄宮市 302,747

3 下関市 446,372 27 大津市 363,727 3 下関市 374,691 27 大津市 302,664

4 鹿児島市 421,291 28 岐阜市 361,828 4 鹿児島市 355,525 28 岐阜市 299,754

5 大分市 419,913 29 いわき市 361,619 5 大分市 353,717 29 いわき市 299,680

6 高松市 411,788 30 ⻘森市 358,593 6 高知市 345,958 30 ⻘森市 299,529

7 高知市 409,648 31 姫路市 358,224 7 高松市 343,610 31 姫路市 298,087

8 函館市 408,693 32 ⼋⼾市 356,440 8 函館市 341,964 32 ⻑野市 296,292

9 旭川市 403,419 33 ⻑野市 355,997 9 佐世保市 338,977 33 宮崎市 294,860

10 秋田市 403,253 34 宮崎市 353,769 10 旭川市 338,548 34 ⼋⼾市 294,418

11 佐世保市 401,403 35 奈良市 351,922 11 秋田市 336,134 35 奈良市 290,686

12 高槻市 400,335 36 前橋市 340,060 12 金沢市 336,097 36 前橋市 283,957

13 金沢市 400,136 37 高崎市 336,920 13 高槻市 334,537 37 高崎市 279,821

14 倉敷市 393,675 38 那覇市 329,156 14 倉敷市 330,611 38 那覇市 275,126

15 松山市 379,147 39 宇都宮市 328,276 15 松山市 318,319 39 川越市 272,236

16 豊中市 378,993 40 川越市 328,208 16 豊中市 316,023 40 八王子市 270,539

17 久留米市 377,764 41 八王子市 326,735 17 久留米市 315,399 41 郡山市 270,061

18 福山市 376,856 42 郡山市 324,373 18 枚方市 314,561 42 宇都宮市 269,721

19 東大阪市 376,336

43

船橋市 324,174 19 東大阪市 313,614

43

船橋市 268,997

20 枚方市 375,966 44 豊田市 322,981 20 福山市 312,523 44 柏市 267,515

21 盛岡市 375,454 45 越谷市 322,761 21 盛岡市 310,773 45 越谷市 267,244

22 富山市 375,088 46 柏市 322,173 22 和歌山市 310,714 46 豊田市 265,056

23 和歌山市 374,492 47 豊橋市 314,707 23 富山市 310,632 47 豊橋市 257,538

24 尼崎市 372,854 48 岡崎市 314,299 24 尼崎市 310,430 48 岡崎市 255,758

中核市（48市） 中核市（48市）

平成28年度 1人当たり医療費（円） 平成28年度 1人当たり保険給付費（円）

1人当たり医療費 1人当たり保険給付費

平成28年度事業年報より
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平成28年度国⺠健康保険事業 中核市48市における船橋市の状況

順位 市町村名

1人当たり

保険料調定額

（円）

順位 市町村名

1人当たり

保険料調定額

（円）

順位 市町村名

1人当たり

所得額

（円）

順位 市町村名

1人当たり

所得額

（円）

1 金沢市 107,273 25 盛岡市 92,508 1 豊田市 1,031,547 25 枚方市 587,336

2 岡崎市 106,307 26 東大阪市 92,436 2 柏市 951,052 26 高松市 577,972

3 豊橋市 102,476 27 福山市 92,395 3 岡崎市 877,955 27 福山市 566,959

4 柏市 101,347 28 横須賀市 92,267 4 ⻄宮市 827,272 28 倉敷市 563,835

5 下関市 100,145 29 函館市 92,233 5 川越市 824,539 29 盛岡市 558,674

6 宇都宮市 98,212 30 久留米市 91,911

6

船橋市 817,556 30 東大阪市 549,849

7 豊田市 97,849 31 倉敷市 90,505 7 八王子市 804,809 31 尼崎市 540,847

8 前橋市 97,020 32 豊中市 90,388 8 越谷市 804,352 32 姫路市 540,109

9 岐阜市 96,900

33

船橋市 89,383 9 豊橋市 767,770 33 久留米市 537,857

10 呉市 96,642 34 枚方市 88,984 10 横須賀市 751,183 34 呉市 535,190

11 越谷市 96,428 35 ⻑崎市 88,629 11 豊中市 734,060 35 ⼋⼾市 519,090

12 尼崎市 95,965 36 大分市 87,937 12 岐阜市 702,636 36 高知市 518,111

13 佐世保市 95,621 37 姫路市 87,639 13 金沢市 672,595 37 宮崎市 500,347

14 奈良市 95,357 38 川越市 86,772 14 宇都宮市 665,994 38 ⻑崎市 492,498

15 大津市 95,175 39 ⼋⼾市 86,125 15 奈良市 665,323 39 下関市 490,020

16 いわき市 95,076 40 秋田市 85,855 16 高崎市 654,156 40 大分市 472,676

17 富山市 94,777 41 八王子市 85,634 17 前橋市 645,431 41 松山市 465,963

18 宮崎市 94,521 42 和歌山市 84,414 18 高槻市 642,565 42 鹿児島市 464,334

19 高崎市 93,595 43 松山市 82,519 19 大津市 633,049 43 和歌山市 456,943

20 高槻市 93,572 44 ⻘森市 82,243 20 郡山市 632,356 44 旭川市 446,643

21 高松市 93,431 45 ⻑野市 81,587 21 那覇市 626,550 45 函館市 442,721

22 ⻄宮市 93,304 46 旭川市 80,684 22 いわき市 620,839 46 秋田市 441,649

23 郡山市 93,249 47 鹿児島市 78,696 23 富山市 615,308 47 ⻘森市 436,841

24 高知市 92,512 48 那覇市 70,539 24 ⻑野市 591,357 48 佐世保市 430,875

中核市（48市）中核市（48市）

1人当たり保険料調定額
1人当たり所得額

平成28年度 1人当たり保険料調定額（医療＋支援＋介護） 平成28年度 1人当たり所得額（円）

平成28年度事業年報より
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平成28年度国⺠健康保険事業 中核市48市における船橋市の状況

順位 市町村名

所得に占める

保険料の割合

（％）

順位 市町村名

所得に占める

保険料の割合

（％）

順位 市町村名

1人当たり

法定外繰入金

（円）

順位 市町村名

1人当たり

法定外繰入金

（円）

1 佐世保市 20.36% 25 富山市 14.22% 1 那覇市 45,190 25 倉敷市 5,511

2 函館市 18.99% 26 大津市 14.01% 2 八王子市 30,499 26 岐阜市 5,246

3 下関市 18.83% 27 いわき市 13.98% 3 川越市 24,797 27 函館市 5,006

4 秋田市 17.79% 27 枚方市 13.98% 4 松山市 20,203 28 いわき市 4,906

5 大分市 17.28% 29 前橋市 13.82% 5 横須賀市 18,774 29 郡山市 4,257

5 宮崎市 17.21% 29 郡山市 13.54% 6 越谷市 18,253 30 姫路市 3,964

7 ⻘森市 17.14% 31 宇都宮市 13.37% 7 ⻑野市 16,537 31 宮崎市 3,378

8 和歌山市 17.04% 31 高槻市 13.37% 8 鹿児島市 16,224 32 下関市 2,633

9 旭川市 16.84% 33 奈良市 13.24% 9 ⻄宮市 15,699 33 枚方市 2,576

10 呉市 16.75% 34 高崎市 13.07%

10

船橋市 15,680 34 大津市 2,502

11 ⻑崎市 16.57% 35 岐阜市 12.83% 11 旭川市 15,085 35 ⼋⼾市 2,478

12 松山市 16.46% 36 ⻑野市 12.53% 12 久留米市 13,258 36 奈良市 2,312

13 高知市 16.39% 37 豊橋市 12.08% 13 高松市 11,057 37 高知市 2,189

14 尼崎市 16.29% 38 豊中市 11.35% 14 柏市 9,322 38 大分市 2,053

15 久留米市 15.68% 39 横須賀市 11.26% 15 盛岡市 9,164 39 ⻘森市 2,015

15 八街市 15.68% 40 越谷市 11.10% 16 豊中市 9,112 40 和歌山市 1,985

17 東大阪市 15.30% 41 岡崎市 11.04% 17 金沢市 9,092 41 富山市 1,787

18 盛岡市 15.23% 42 ⻄宮市 10.38% 18 宇都宮市 8,242 42 福山市 1,559

19 福山市 15.14% 43 那覇市 10.36% 19 ⻑崎市 7,911 43 前橋市 1,255

20 ⼋⼾市 15.05%

44

船橋市 10.24% 20 豊橋市 7,880 44 高崎市 1,236

21 高松市 14.97% 45 川越市 9.80% 21 豊田市 7,865 45 高槻市 1,023

22 倉敷市 14.87% 46 柏市 9.75% 22 岡崎市 7,849 46 佐世保市 121

23 姫路市 14.77% 47 八王子市 9.72% 23 尼崎市 7,490 - 秋田市 0

24 金沢市 14.38% 48 豊田市 8.75% 24 東大阪市 6,237 - 呉市 0

1人当たり法定外繰入金

中核市（48市）中核市（48市）

所得に占める保険料の割合

平成28年度 所得に占める保険料の割合（医療+支援）

平成28年度事業年報より

平成28年度 1人当たり法定外繰入金（円）

繰入を行っているのは41市
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